
                         平成 31 年 1 月 

静岡県交通基盤部建設業課 

   

静岡県建設工事の入札に参加予定の皆様へ 
 

   
９ 

 

 

 

 

建設産業においては、若年層入職者の減少等が問題となっており、そ

の一因として、社会保険等（健康、厚生年金、雇用の各保険）未加入者が

多いことが挙げられています。 

県では、未加入者対策の一環として、静岡県建設工事競争入札参加

資格定期申請から社会保険等未加入者の受付を行わず、下請業者を、

原則、社会保険等加入業者に限定する取組を実施しています。 

社会保険等未加入者（適用除外者を除く）と下請契約を締結した場合

でやむを得ない理由があると認められない場合（やむを得ない理由があっ

たと認められた場合であっても、発注者が指定する期限内に加入しない場

合）は、受注者（元請業者）に対し、次の罰則が適用されます。 

・ 制裁金   ・ 入札参加停止   ・ 工事成績減点 

下請負人に係る受注者に対する制裁金等の罰則は、これまで一次下請

が未加入時のみの適用でしたが、平成 31 年 4 月以降入札契約手続きを

開始する工事は、二次以下の下請が未加入の場合も罰則を適用します。 

 

 

 

 

法定福利費の計上をうながすため、契約書を作成する全ての工事にお

いて、契約締結後10日以内に社会保険等の法定福利費を明示した請負

代金内訳書の提出をお願いしています。 

法定福利費の明示にあたっては、国土交通省の資料「（参考②）請負代

金内訳書への法定福利費の明示」及び「（参考③－１）及び（参考③－２）

法定福利費の明示にあたっての留意点」（別添）を参考としてください。 

 

建設業者の皆様におかれましては、御理解・御協力の程、よろしくお願

いします。 
この件の問合せ先：静岡県庁建設業課（指導契約班） 

電話 054－221－3059 

   静岡県発注工事では、社社会会保保険険等等未未加加入入者者ととのの下下請請契契約約をを締締結結すするる

ここととはは原原則則ででききまませせんん  ＊適用除外者（加入義務がない者）は除く 

   
＊適用除外者（加入義務がない者）の扱いは、国土交通省の取扱いに準じます。 

   契約書を作成する工事において、健康保険、厚生年金保険及び雇用

保険に係る法定福利費を明示した請負代金内訳書を提出ください。 



（参考②）請負代金内訳書への法定福利費の明示

○明示する法定福利費について
・建設工事の直接的な作業に従事する現場作業員に係る社会保険料の事業主負担分が対象
・対象となる社会保険は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険

＜法定福利費の計算方法＞

①労務費を算出し、法定福利費を求めるケース
・ 入札や見積書作成の際、直接工事費の積算において労務費を使用

している場合 ⇒当該労務費を使用。
・ 入札や見積書作成の際、直接工事費の積算において労務費を使用

していない場合 ⇒過去の工事実績から平均的な労務費比率を算
出し、これを工事費に乗じて、労務費を算出。

・ 労務費に各保険の保険料率を乗じることで、法定福利費を算出。
法定福利費 ＝ 労務費総額 × 法定保険料率

②労務費の算出が困難なケース
・ 過去の工事実績から平均的な法定福利費の割合を算出し、これを

工事費に乗じて、法定福利費を算出。
法定福利費 ＝ 工事費 × 工事費あたりの平均的な法定福利費の割合

③下請企業から提出された見積書等を活用するケース
・ 下請企業から提出された法定福利費を内訳明示した見積書等を活

用（明示された法定福利費の額を合算）
法定福利費 ＝ （下請Aの法定福利費）＋（下請Bの法定福利費）＋ ･･･

契約締結後に発注者に提出する請負代金内訳書に法定福利費を明示する。

元請企業

下請企業

技能労働者

（活用イメージ）

発注者

（発注者）　殿
（受注者） 住所：

氏名：

工事名 ○○工事
契約年月日
工期

工事区分 工種 種別 ・・・・・ 単価 金額

工事費計 10,000,000

（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び
雇用保険の法定の事業主負担額 450,000円）

請負代金内訳書

内訳明示した見積書 請負代金内訳書
法定福利費を
請負金額に反映

請負代金内訳書 法定福利費支払い

必要な保険へ加入

請負代金内訳書の活用

標準見積書（※）や
請負代金内訳書

の活用
※平成25年度より、見積書に法

定福利費を内訳明示する取組
を推進している。
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（参考③－１）法定福利費の明示にあたっての留意点➀

○内訳明示する法定福利費について
【内訳明示の対象】
・ 健康保険の保険料は介護保険料、厚生年金保険の保険料は子ども・子育て拠出金と一体で徴収

されることから、内訳明示する法定福利費には、これらの事業主負担分も含まれる。
・ 内訳明示を求められている法定福利費以外の費用（例：社会保険料の個人負担分）を除くことが

困難な場合は、当該費用が含まれることを明記する。
【内訳明示の方法】
・ 法定福利費の算出方法によっては、必ずしも個々の社会保険の法定福利費を算出できるとは限

らないため、社会保険の種類毎に明示せず、まとめて明示することでも差し支えない。
・ 工事費目（直接工事費、現場管理費等）毎に法定福利費を内訳明示するのではなく、請負代金総

額に対して内訳明示することで差し支えない。

○法定福利費の算出について
・ 受注者は、下請企業に工事を発注する予定がある場合には、 ＜法定福利費の計算方法＞中の

「労務費総額」又は「工事費」に下請企業の負担分を含めた上で算出することに留意する。
・ 受注段階で下請企業が確定しておらず、下請企業が社会保険の適用対象なのか、適用除外（法

定福利費無し）なのか不明である場合には、全ての下請企業が社会保険に加入しているという前
提で算出した法定福利費を明示する。
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（参考③－２）法定福利費の明示にあたっての留意点➁

○入契法に基づく工事費内訳書の作成について
・ 公共工事の入札の際に発注者に提出する工事費内訳書については、法定福利費を明示することと

されていないが、入札段階から法定福利費を適正に確保することが必要であり、また、契約段階で
の適正な法定福利費の確保や落札後の請負代金内訳書作成の効率化の観点から、入札段階から
あらかじめ必要となる法定福利費を算出する（必要な法定福利費が含まれた工事費を算出する）こ
とが望ましい。

○公共工事の入札調書における法定福利費概算額について
・ 国土交通省直轄工事においては、予定価格の積算において計上した法定福利費の概算額を、入

札調書に明記し、公表しているが、この法定福利費概算額は、あくまで参考として、予定価格に工
種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものである。

・ したがって受注者は、できる限り、＜法定福利費の計算方法＞において示した手法によって、工事
ごとに法定福利費を算出することが望ましい。
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